
平成２４年７月２３日 

 

ＣＡＴＶサービスにおける地デジ詐欺に関する陳情（別紙３枚） 

 

防府市議会議長 安藤二郎様 

 

 

陳情の趣旨 

 

 山口ケーブルビジョン株式会社が、総務大臣の裁定により再放送することが可能になった“福岡 

県の地デジ（同社が調査した防府市内２８地点中２６地点で北九州市からのテレビ電波が良好に 

受信できる）をケーブルテレビの利用者に受信させない詐欺”を働いている。 

 

 同社は、大臣が裁定すれば不要な裁定の当事者間での協議が必要であるとウソをつき、それを

理由に基本チャンネルを視聴させず、受信契約者からＣＡＴＶの基本料金をダマし取っている。 

 

 しかも同社は福岡の地デジ放送局と協議を行っておらず、福岡の放送局は同社による地デジの 

再放送を妨げていない。 

 

 同社の取締役に就いている市長、ケーブルテレビ担当の電算統計課および消費者行政を担う 

市政なんでも相談課に事実関係の確認を求めたが、応じてもらえない。 

 

 このような“やし”は許されないし、防府市が地デジ詐欺の“ぐる”であってはならない。 

 

※ 地デジ詐欺の根拠となる資料などは http://wwwwwwww/ にて 

 

 

陳情項目（意見） 

 

・防府市は阿東町に倣い、山口ケーブルビジョン(株)が基本チャンネルを再放送しない本当の 

理由を明らかにすべき。                     （隠ぺいされた情報の公開→別紙） 

 

・すぐに基本チャンネル「ＦＢＳ福岡放送・ｒｋｂテレビ・ＫＢＣテレビ」の再放送を開始し、これまでに 

山口ケーブルビジョン(株）が詐取した分の料金を返還しなければならない。 

（阿東町では１年間の基本料金が無代→別紙） 

 

 

提出者 住所住所住所住所住所住所住所 氏名氏名 ㊞ 
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全員協議会

６
月
定
例
議
会
初
日
の
行
政
報
告
で
、
町
長
か
ら
６
月
末
に
開
局
に
向
け
準
備
し
て
い
た
ケ
ー
ブ
ル

テ
レ
ビ
が
、
放
送
事
業
者
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い
た
め
、
予
定
ど
お
り
開
局
で
き
な
い
と
の
報
告
が
あ

り
ま
し
た
。

４
月
11
日
に
こ
の
こ
と
が
判
明
し
て
以
降
、
山
口
ケ
ー
ブ
ル
ビ
ジ
ョ
ン
（
株
）
と
共
に
、
県
内
民
放

２
局
、
福
岡
民
放
５
局
に
対
し
て
、
再
三
に
渡
り
再
送
信
の
同
意
に
つ
い
て
協
議
を
重
ね
て
い
る
が
、

現
時
点
で
同
意
が
得
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
を
受
け
、
議
会
は
初
日
の
終
了
後
、
全
員
協
議
会
を
開
き
、
予
定
ど
お
り
開
局
で
き
な
い
こ
と

の
詳
細
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
経
過
や
現
状
を
、
町
長
、
担
当
の
企
画
課
長
か
ら
説
明
を
受
け
ま
し
た
。

経
過
説
明

○
平
成
18
年
10
月
20
日
〜
12
月

８
日
、
23
日
（
山
口
ケ
ー
ブ

ル
ビ
ジ
ョ
ン
、
町
）

・
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
の
概
要

と
、
申
し
込
み
手
続
き
等
に

つ
い
て
集
落
説
明
会
。

○
平
成
19
年
４
月
11
日
（
山
口

ケ
ー
ブ
ル
ビ
ジ
ョ
ン
、
ニ
ュ

ー
メ
デ
ィ
ア
推
進
財
団
、
町
）

・
山
口
ケ
ー
ブ
ル
ビ
ジ
ョ
ン
か

ら
福
岡
県
内
民
放
５
局
の
区

域
外
再
送
信
同
意
が
ア
ナ
ロ

グ
の
エ
リ
ア
拡
大
に
つ
い
て

も
得
ら
れ
な
い
旨
の
報
告
を

受
け
、
今
後
の
対
応
に
つ
い

て
協
議
。

○
平
成
19
年
４
月
25
日
（
町
）

・
Ｋ
Ｒ
Ｙ
、
Ｔ
Ｙ
Ｓ
、
Ｙ
Ａ
Ｂ

各
本
社
訪
問
し
、
区
域
外
再

送
信
同
意
に
つ
い
て
口
頭
で

要
望
。

に
つ
い
て
の
書
面
を
提
出
。

経
過
説
明
の
後
、
活
発
な
質

疑
が
行
わ
れ
、
議
員
か
ら
出
さ

れ
た
質
疑
や
意
見
を
簡
単
に
紹

介
し
ま
す
。

◆
山
口
ケ
ー
ブ
ル
ビ
ジ
ョ
ン
の

既
存
の
エ
リ
ア
で
は
、
再
送
信

は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

企
画
課
長

既
存
エ
リ
ア
は

ア
ナ
ロ
グ
で
民
放
５
局
も
入
っ

て
い
る
。
デ
ジ
タ
ル
は
協
議
中

で
放
送
し
て
い
な
い
。
阿
東
町

に
つ
い
て
は
、
新
規
エ
リ
ア
だ

か
ら
駄
目
だ
と
い
っ
て
い
る
。

◆
デ
ジ
タ
ル
に
つ
い
て
は
、
阿

東
町
と
も
連
動
し
て
い
る
と
考

え
て
よ
い
か
。

企
画
課
長

ア
ナ
ロ
グ
も
デ

ジ
タ
ル
も
同
じ
と
考
え
て
い
る

の
で
、
阿
東
町
を
認
め
る
と
、

他
地
区
の
デ
ジ
タ
ル
も
認
め
ざ

る
を
得
な
く
な
る
か
ら
駄
目
だ

と
い
う
主
張
で
あ
る
。

◆
何
故
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な

っ
た
の
か
、
説
明
願
い
た
い
。

町
長

ケ
ー
ブ
ル
会
社
が
再

送
信
す
る
場
合
は
法
律
上
同
意

が
必
要
だ
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で

は
口
頭
で
済
ん
で
い
た
。
と
こ

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
開
局
延
期

全
協
で
会
社
が
説
明

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
開
局
延
期

○
平
成
19
年
５
月
14
日
（
町
）

・
福
岡
県
内
民
放
各
本
社
訪
問

し
、
Ｒ
Ｋ
Ｂ
、
Ｔ
Ｎ
Ｃ
、
Ｋ

Ｂ
Ｃ
、
Ｆ
Ｂ
Ｓ
、
Ｔ
Ｖ
Ｑ
に

区
域
外
再
送
信
同
意
に
関
す

る
要
望
書
を
提
出
。

○
平
成
19
年
６
月
１
日
（
山
口

ケ
ー
ブ
ル
ビ
ジ
ョ
ン
、
ニ
ュ

ー
メ
デ
ィ
ア
推
進
財
団
、
町
）

・
山
口
ケ
ー
ブ
ル
ビ
ジ
ョ
ン
か

ら
新
た
に
県
内
民
放
２
局
も

再
送
信
同
意
が
得
ら
れ
な
い

旨
の
報
告
を
受
け
、
今
後
の

対
応
に
つ
い
て
協
議
。

○
平
成
19
年
６
月
11
日
（
町
）

・
福
岡
県
内
民
放
Ｔ
Ｖ
Ｑ
、
Ｔ

Ｎ
Ｃ
（
山
口
県
に
フ
ラ
ン
チ

ャ
イ
ズ
の
な
い
局
）
の
本
社

を
訪
問
し
、
区
域
外
再
送
信

同
意
を
再
要
望
。

○
平
成
19
年
６
月
12
日
（
町
）

・
Ｋ
Ｒ
Ｙ
、
Ｙ
Ａ
Ｂ
各
本
社
を

訪
問
し
、
区
域
外
、
内
再
送

信
同
意
の
要
望
、
開
局
が
迫

り
、
住
民
へ
説
明
す
る
内
容

質
疑
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全員協議会
ろ
が
総
務
省
か
ら
法
令
を
守
れ

と
の
通
達
に
よ
り
、
今
阿
東
町

が
そ
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。

◆
阿
東
町
が
今
変
化
の
中
に
巻

き
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

か
。町

長

そ
の
と
お
り
で
あ
る
。

◆
町
民
に
対
し
、
こ
の
よ
う
な

事
態
に
な
っ
た
こ
と
の
説
明
を
、

早
急
に
山
口
ケ
ー
ブ
ル
ビ
ジ
ョ

ン
と
共
に
行
う
べ
き
で
あ
る
。

町
長

何
と
か
混
乱
を
招
か

な
い
よ
う
努
力
す
る
。
県
内
２

社
（
Ｋ
Ｒ
Ｙ
、
Ｙ
Ａ
Ｂ
）
に
６

月
15
日
ま
で
に
返
事
が
な
け
れ

ば
社
名
を
出
し
て
住
民
に
知
ら

せ
る
こ
と
に
な
る
と
お
願
い
し

て
い
た
が
、
返
事
が
な
か
っ
た
。

町
民
に
対
し
、
業
者
と
連
名

で
遅
れ
る
こ
と
を
お
知
ら
せ
す

る
こ
と
が
先
で
、
説
明
会
は
時

期
を
見
て
考
え
る
。

◆
４
月
11
日
以
降
、
機
会
は
あ

っ
た
の
に
、
何
故
今
ま
で
情
報

と
し
て
議
会
に
知
ら
せ
な
か
っ

た
の
か
。
ま
た
、
契
約
件
数
は

何
件
か
。

町
長

Ｋ
Ｒ
Ｙ
と
Ｙ
Ａ
Ｂ
が

同
意
す
れ
ば
で
き
た
が
、
駄
目

と
言
う
の
が
最
終
的
に
わ
か
っ

た
の
が
６
月
11
、
12
日
だ
っ
た
。

交
渉
過
程
で
あ
り
、
混
乱
を
招

き
た
く
な
か
っ
た
こ
と
を
理
解

い
た
だ
き
た
い
。

企
画
課
長

５
月
末
の
加
入

件
数
は
、
テ
レ
ビ
が
１
９
４
５

件
で
あ
る
。

◆
議
会
最
終
日
、
全
員
協
議
会

を
開
き
、
山
口
ケ
ー
ブ
ル
ビ
ジ

ョ
ン
の
責
任
者
か
ら
説
明
を
受

け
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
議
会

も
一
緒
に
な
っ
て
、
努
力
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

◆
国
と
県
が
補
助
金
を
つ
け
て

こ
の
事
業
を
進
め
て
い
る
と
い

う
現
実
が
あ
る
。
総
務
省
に
対

し
、
指
導
す
る
よ
う
お
願
い
す

べ
き
で
は
な
い
か
。

町
長

す
で
に
直
接
で
は
な

い
が
伝
え
て
あ
る
。

▲山口ケーブルビジョン㈱からの説明

山
口
ケ
ー
ブ
ル
ビ
ジ
ョ
ン
が

議
会
へ
状
況
説
明
に

６
月
定
例
会
初
日
の
全
員
協

議
会
で
、
山
口
ケ
ー
ブ
ル
ビ
ジ

ョ
ン
の
責
任
者
か
ら
説
明
を
受

け
る
こ
と
の
提
案
が
あ
り
、
こ

の
こ
と
を
議
会
運
営
委
員
会
で

諮
っ
た
結
果
、
最
終
日
の
閉
会

後
に
全
員
協
議
会
を
開
き
説
明

を
受
け
る
こ
と
が
決
ま
り
ま
し

た
。当

日
は
、
山
口
ケ
ー
ブ
ル
ビ

ジ
ョ
ン
か
ら
は
、
専
務
を
は
じ

め
４
名
が
説
明
に
来
町
さ
れ
、

専
務
か
ら
、
再
送
信
問
題
が
あ

る
に
せ
よ
、
６
月
末
に
開
局
で

き
な
か
っ
た
こ
と
の
お
詫
び

と
、
放
送
局
へ
は
繰
り
返
し
再

送
信
の
同
意
を
依
頼
し
て
い
る

が
、
現
在
こ
の
問
題
が
国
的
な

問
題
に
な
っ
て
お
り
、
双
方
と

も
が
ん
じ
が
ら
め
の
状
態
に
な

っ
て
い
る
と
の
説
明
が
あ
り
ま

し
た
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
３
市

８
町
の
エ
リ
ア
で
ケ
ー
ブ
ル
テ

レ
ビ
を
布
設
し
て
き
た
が
、
予

定
し
た
開
局
に
間
に
合
わ
な
か

っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
く
、
阿

東
町
に
つ
い
て
は
、
全
く
新
規

の
地
区
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に

拒
否
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
山
口
と
Ｔ
Ｙ
Ｓ
か
ら
は

同
意
を
得
て
い
る
が
、
福
岡
５

局
と
県
内
２
局
の
同
意
が
得
ら

れ
て
い
な
い
た
め
、
放
送
で
き

な
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
。

今
後
、
開
局
の
時
期
や
チ
ャ

ン
ネ
ル
プ
ラ
ン
は
阿
東
町
、
中

国
総
合
通
信
局
、
山
口
ニ
ュ
ー

メ
デ
ィ
ア
財
団
と
協
議
さ
せ
て

い
た
だ
き
な
が
ら
決
め
た
い
。

と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

次
に
、
事
業
推
進
局
長
か
ら

は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
と
Ｔ
Ｙ
Ｓ
は
、
区

域
外
再
送
信
の
同
意
は
得
て
い

る
。
Ｋ
Ｒ
Ｙ
は
一
切
認
め
ず
、

申
込
書
は
不
受
理
、
Ｙ
Ａ
Ｂ
も

区
域
外
再
送
信
は
認
め
な
い
が

申
込
書
は
受
理
し
て
い
る
。
福

岡
５
局
に
お
い
て
は
、
大
分
の

Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
局
と
の
大
臣
裁
定
中

な
の
で
回
答
で
き
な
い
と
い
う

の
が
大
半
、
申
込
書
は
受
理
し

て
い
る
。
７
月
12
日
に
で
る
裁

定
を
注
目
し
て
い
る
と
の
説
明

が
あ
り
ま
し
た
。
山
口
ケ
ー
ブ

ル
ビ
ジ
ョ
ン
か
ら
説
明
の
後
、

議
員
か
ら
出
さ
れ
た
質
疑
や
意

見
を
簡
単
に
紹
介
し
ま
す
。

◆
再
送
信
に
つ
い
て
、
県
内
民

放
２
局
は
福
岡
５
局
を
再
送
信

し
な
け
れ
ば
同
意
し
、
福
岡
５

局
は
県
内
２
局
が
同
意
す
れ
ば

再
送
信
す
る
の
か
。

専
務

そ
の
と
お
り
で
あ

る
。

◆
工
事
に
入
る
前
に
、
同
意
に

つ
い
て
各
放
送
局
へ
話
は
し
て

い
な
か
っ
た
の
か
。

技
術
局
長

こ
れ
ま
で
は
開

局
直
前
く
ら
い
で
同
意
は
も
ら

っ
て
い
た
の
で
、
着
工
前
は
し

て
い
な
い
。

◆
大
臣
裁
定
ま
で
も
っ
て
い
く

考
え
は
あ
る
の
か
。

専
務

今
は
考
え
て
い
な

い
。
裁
定
に
持
ち
込
め
ば
、
約

４
ヶ
月
は
双
方
何
も
で
き
な
い

状
態
に
な
る
。

会
社
説
明

質
疑
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▲山口ケーブルビジョン㈱による開局に係る経緯説明

12
月
定
例
議
会
会
期
中
の
18

日
、
全
員
協
議
会
を
開
き
町
長
、

担
当
課
長
か
ら
経
過
と
今
後
の

予
定
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
ま

し
た
。
ま
た
、
山
口
ケ
ー
ブ
ル

ビ
ジ
ョ
ン
㈱
か
ら
は
、
開
局
に

係
る
経
緯
と
今
後
の
見
通
し
に

つ
い
て
「
お
詫
び
と
ご
報
告
」

と
い
う
こ
と
で
の
説
明
を
受
け

ま
し
た
。

町
長
か
ら
は
６
月
開
局
に
向

け
努
力
し
て
き
た
が
、
今
の
と

こ
ろ
県
内
で
は
民
放
１
社
か
ら

同
意
が
得
ら
れ
て
い
な
い
。

再
送
信
問
題
は
、
今
年
に
な

っ
て
デ
ジ
タ
ル
化
に
向
け
て
、

民
放
各
社
か
ら
厳
し
い
対
応
を

迫
ら
れ
、
全
国
各
地
で
色
々
な

問
題
が
起
き
て
い
る
。
解
決
を

計
る
た
め
総
務
大
臣
裁
定
の
申

請
を
ケ
ー
ブ
ル
に
要
請
し
た
が
、

現
状
で
は
大
臣
申
請
が
機
能
し

な
く
な
っ
て
お
り
、
12
月
６
日
、

山
口
県
を
管
轄
し
て
い
る
総
務

省
中
国
通
信
局
へ
要
望
書
を
提

出
し
た
。
主
な
要
望
内
容
は
、

①
遅
く
と
も
３
月
末
ま
で
に
は

開
局
し
た
い
た
め
、
当
面
県
内

３
局
で
の
開
局
と
し
、
そ
れ
ま

で
に
同
意
が
も
ら
え
な
い
福
岡

民
放
に
つ
い
て
は
総
務
大
臣
裁

定
申
請
を
行
な
う
。
し
た
が
っ

て
、
あ
く
ま
で
県
内
民
放
３
局

に
福
岡
民
放
５
局
を
加
え
た
も

の
が
、
最
終
目
標
で
あ
り
、
断

念
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の

た
め
、
区
域
外
再
送
信
の
権
利

を
今
後
も
担
保
し
て
も
ら
い
た

い
。
そ
の
担
保
と
は
、
総
務
大

臣
裁
定
申
請
を
行
な
う
と
同
時

に
受
理
を
し
て
も
ら
う
こ
と
と
、

遅
く
と
も
加
入
者
説
明
会
ま
で

に
受
理
す
る
こ
と
を
確
約
し
て

も
ら
う
こ
と
で
あ
る
。

②
県
内
民
放
３
局
で
の
開
局
を

行
な
う
と
す
れ
ば
、
現
在
県
内

民
放
１
局
が
区
域
内
再
送
信
も

拒
否
し
て
お
り
、
こ
の
ま
ま
で

は
県
内
２
局
の
開
局
と
な
る
。

開
局
ま
で
の
協
議
は
継
続
す
る

が
、
国
か
ら
も
強
く
指
導
を
お

願
い
し
た
い
。
し
か
し
、
開
局

ま
で
に
同
意
が
も
ら
え
な
い
場

合
は
、
大
臣
裁
定
申
請
に
そ
の

局
を
加
え
る
。

担
当
課
長
か
ら
は
、
こ
れ
ま

で
の
時
系
列
の
経
過
報
告
と
開

局
ま
で
の
予
定
に
つ
い
て
説
明

を
受
け
た
。

１
月
中
旬

①
加
入
者
へ
説
明
会
案
内

②
加
入
者
へ
意
思
確
認
の
文

書
配
布

１
月
下
旬

加
入
者
へ
の
説
明
会

２
月
上
旬
〜
３
月
下
旬

宅
内
工
事

ケ
ー
ブ
ル
ビ
ジ
ョ
ン
か
ら
は

専
務
を
は
じ
め
４
名
が
説
明
に

来
ら
れ
、
２
０
１
１
年
の
デ
ジ

タ
ル
移
行
を
控
え
て
い
る
こ
と

も
あ
り
、
民
放
側
が
平
成
19
年

に
入
っ
て
か
ら
区
域
外
再
送
信

は
認
め
な
い
と
い
う
姿
勢
を
鮮

明
に
打
ち
出
し
始
め
た
た
め
、

全
国
各
地
で
同
じ
よ
う
な
事
態

が
起
き
て
い
る
。
同
意
に
向
け

協
議
を
粘
り
強
く
続
け
て
い
く
。

山
口
県
は
Ｋ
Ｒ
Ｙ
、
Ｔ
Ｙ
Ｓ
、

Ｙ
Ａ
Ｂ
の
３
民
放
し
か
な
い
３

局
県
だ
が
、
全
国
的
に
見
る
と
、

９
割
の
県
が
４
局
以
上
の
地
上

波
を
享
受
し
て
い
る
。

「
全
国
あ
ま
ね
く
４
局
」
と

い
う
国
の
方
針
が
審
議
さ
れ
て

お
り
、
国
は
こ
れ
を
命
令
の
形

で
実
施
す
る
と
伺
っ
て
い
る
。

阿
東
町
か
ら
「
早
急
に
大
臣

裁
定
の
申
請
を
し
て
欲
し
い
」

と
の
要
請
を
受
け
、
裁
定
申
請

の
準
備
を
行
っ
て
い
る
。

今
後
に
つ
い
て
は
、
阿
東
町

と
協
議
し
た
上
で
、
３
月
末
ま

で
に
は
開
局
す
る
こ
と
と
し
、

１
月
中
の
加
入
者
説
明
会
で
は

チ
ャ
ン
ネ
ル
プ
ラ
ン
の
一
部
変

更
と
、
変
更
に
伴
う
皆
様
の
意

向
確
認
に
つ
い
て
説
明
さ
せ
て

い
た
だ
く
。
現
状
で
は
、
福
岡

５
局
と
一
部
の
民
放
局
の
同
意

が
無
い
た
め
、
当
初
お
約
束
し

た
と
お
り
の
地
上
波
を
流
せ
な

い
中
で
の
開
局
が
予
想
さ
れ
る

た
め
、
宅
内
工
事
完
了
後
１
年

間
は
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
の
基
本

利
用
料
１
５
７
５
円
は
無
料
と

さ
せ
て
い
た
だ
く
。

◆
現
在
不
同
意
の
地
元
局
が
１

年
経
過
し
て
も
同
意
し
な
か
っ

た
場
合
、
利
用
料
の
額
に
つ
い

て
検
討
し
て
い
る
か
。

局
長

そ
れ
は
あ
り
得
な
い

と
考
え
て
い
る
。
仮
に
起
き
た

ら
加
入
者
の
方
に
検
討
し
て
お

伝
え
す
る
。

◆
開
局
し
た
場
合
、
デ
ジ
タ
ル

放
送
は
ど
う
な
る
の
か
。

局
長

同
意
し
て
い
る
放
送

局
は
デ
ジ
タ
ル
放
送
が
流
せ
る
。

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
3
月
ま
で
に
開
局

県
内
民
放
2
局
で

経
過
と
今
後
の
予
定

開
局
ま
で
の
予
定

山
口
ケ
ー
ブ
ル
ビ
ジ
ョ
ン
㈱

か
ら
「
お
詫
び
と
ご
報
告
」

１
年
間
は
基
本
利
用
料

（
１
５
７
５
円
）を
無
料
に

質
疑

全員協議会
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陳 情 書  在 中 
住所住所住  氏名氏名 

 

防府市議会事務局  御中 



平成２４年７月２３日付け地デジ詐欺に関する陳情書への追加別紙１ 

 

宇部市議会６月定例会（平成２４年６月１３日）での宇部市長の答弁 

 
 

山口ケーブルビジョン(株)による地デジの再放送(再送信)を妨げている 

ことになっている福岡放送とＲＫＢ毎日放送および九州朝日放送は、今年

長崎県のケーブルテレビ局が放送することに同意し、島原半島では昨年

受信できなくなった福岡県のテレビ放送が再び視聴できるようになった。 

 

長崎県のＣＡＴＶひまわりてれび（島原半島）が再放送している地デジ 

チャンネル 局名 

011 NHK 長崎放送局 総合 

011-1 KBC 九州朝日放送 
021 NHK 長崎放送局 教育 

031 NBC 長崎放送 

041 NIB 長崎国際テレビ 

041-1 RKB 毎日放送 
051 NCC 長崎文化放送 

051-1 FBS 福岡放送 

071 TVQ 九州放送 

081 KTN テレビ長崎 

081-1 TNC テレビ西日本 

http://www.himawarinet.ne.jp/new/?page_id=130 より 

 ケーブルテレビの区域外再送信の見込みについてですが、山口ケー
ブルビジョン株式会社によりますと、裁定に先立ち、総務大臣の諮問を
受けた情報通信行政・郵政行政審議会の有線放送部会長から、答申
に際して、当事者間で円満な解決が行われることを期待する旨の談話
が出されておりますので、再送信を強行することなく、協議を進めてき
たとのことです。 
 しかしながら、協議における双方の認識には隔たりが大きく、早
急に結論を出すことが望めない中で、山口ケーブルビジョン株式会社
は、緊急対応措置として、山口県に系列局のないＴＶＱ九州放送につ
いては、再送信を実施いたしました。 
 一方で、山口県に系列局のある福岡放送、ＲＫＢ毎日放送、九州朝日
放送については、ほとんどの番組を地元放送局と共有していることか
ら、再送信を見送っています。 



平成２４年７月２３日付け 

陳情書への追加別紙２ 
Re: 三セクによる地デジ詐欺について(防市相第29号) 

Wed, 25 Jul 2012 19:21:35 +0900 

To: soudan@city.hofu.yamaguchi.jp 
 

市政なんでも相談課 なんでも相談係 

課長補佐 兼なんでも相談係長 

氏名 氏名 様 

 

防市相第29号などについて、うかがいます。 

 

【質問(1)】 

 相談員の構成を繰り返し説明なさる意味合いが、理解でき 

ません。 

 相談したい内容は「防府市に、山口ケーブルビジョン(株) 

が基本チャンネルを再放送しない理由を阿東町のように明ら 

かにしてもらうには、どうすればよいか」です。 

 この相談内容は、防府市(市民相談なども含む)の取り扱う 

範ちゅうにあるのですか。それとも、ないのですか。 

 簡潔に、お答えいただければ幸いです。 

  

【質問(2)】 

 山口ケーブルビジョン(株)によるケーブルテレビは、防府 

市の行政サービスの範ちゅうにありますか。 

 

【質問(3)】 

 山口ケーブルビジョン(株)へ問い合わせても無視されるの 

で、防府市に相談している次第です。 

 地デジ詐欺の被害者からの相談があっても、消費生活セン 

ターでは詐欺の有無を確かめないのですか。 

 

【質問(4)】 

 山口ケーブルビジョン(株)に無視されるケーブルテレビの 

1利用者としては、市長や市役所に頼るしかないのです。 

 松浦正人市長が山口ケーブルビジョン(株)の取締役である 

ことに、間違いはありませんか。 

 

【電算統計課への質問(1)】 

 防市相第19,24,26号で、お述べになった「民間事業所間」 

の「民間事業所」は、山口ケーブルビジョン(株)と福岡市の 

民放3社の計4事業所という意味ですか。 

 

【電算統計課への質問(2)】 

 平成23年7月に、防府市は山口県内の民放テレビ局と会談 

しましたか。 

 

【電算統計課への質問(3)】 

 防府市は山口ケーブルビジョン(株)の地デジ詐欺に関与し 

福岡県の放送をケーブルテレビの利用者に受信させないこと 

で、区域外テレビの再放送に反対している県内の民放テレビ 

局に便宜を図りましたか。 

 

やましいところがなければ、お答えになれるはずです。 

 

〒000-0000 住所住所住所 氏名氏名 

防
府
市
（
電
算
統
計
課
と
市
政
な
ん
で
も
相
談
課
）へ
の
質
問
ｅ
メ
ー
ル 

― 
地
デ
ジ
詐
欺
へ
の
防
府
市
の
関
与
な
ど
に
つ
い
て
事
実
確
認
を
求
め
た 

― 
送
っ
た
翌
朝
（七
月
二
十
六
日
）に
、
市
政
な
ん
で
も
相
談
課
か
ら
ｅ
メ
ー
ル
を
開
封
し
た
旨
の
通
知
が
あ
る

も
、
い
ま
だ
回
答
が
な
い
。
（平
成
二
十
四
年
八
月
十
九
日
現
在
） 



CATV局によるFBS地デジ再放送の中止について[問合せ] 
Thu, 09 Feb 2012 19:24:20 +0900 
To: fbsmail@fbs.co.jp 
 
平成23年5月18日の時点で 
 雨 
隹鳥(氏)名名様が担当していらっしゃった部署へ 
ご転送ください 
 
株式会社福岡放送 御中 
 
 私は、山口ケーブルビジョン(株)のケーブルテレビ 
利用者です。 
 平成23年7月24日の正午から、御社のテレビ放送が 
視聴できなくなったことについて、うかがいます。 
 
 山口ケーブルビジョン(株)が申請した総務相裁定の 
裁定書によると、このCATV局がFBSの地デジを再放送 
することに同意しない御社は、潔く「国の判断を仰ぐ 
しかない」との意見を述べています。 
└ http://www.soumu.go.jp/main_content/000119049.pdf#page=5  
 
 御社は、総務大臣が「株式会社福岡放送は、同社の 
テレビジョン放送を山口ケーブルビジョン株式会社が 
再送信することに同意しなければならない」と裁定し 
山口ケーブルビジョン(株)が行えることになったFBS 
のテレビ再放送を阻害していますか。 
 ↓ 
・ 
 
 阻害している場合は、何卒よろしく以下の問いにも 
お答えください。 
 
 山口ケーブルビジョン(株)は平成23年7月22日付け 
の新聞に、その翌々日からFBSの地デジを再放送する 
旨の広告を掲載したにもかかわらず、大臣が裁定すれ 
ば不要な協議が必要になったと嘘をつき、再放送する 
ことを取りやめました。 
├ http://wwwwwwwwwww/~postcode/753-8538/ad/  
└ http://wwwwwwwwwww/~postcode/753-8538/  
 
 御社は、どのような手口で、大臣裁定に基づく再放 
送を中止させたのですか。 
 ↓ 
・ 
 
 平成23年7月24日以降、御社は山口ケーブルビジョ 
ン(株)と何回、協議しましたか。 
 ↓ 
・ 
 
 今月、長崎県のケーブルテレビ事業者が、FBSの地 
デジ再放送を開始しました。 
└ http://www.himawarinet.ne.jp/new/?p=3119  
 
 なぜ御社は、山口ケーブルビジョン(株)のケーブル 
テレビ利用者に対し、嫌がらせを続けるのですか。 
 ↓ 
・ 
 
 お手数とは存じますが「↓」の下に記入し、ご返送 
いただければ幸いです。  
 
 氏名氏名 <xxxxxxx@xxxxxxx> 

FBSへお問い合わせいただきありがとうございます 

Wed, 22 Feb 2012 11:03:55 +0900 

From: fbsmail/FBS <fbsmail@fbs.co.jp> 

 

 

名前 様  

 

平成24年2月9日にメールでお問合わせ

の件につきまして、  

以下のとおり回答いたします。  

 

大臣裁定以降、山口ケーブルビジョン

（株）とは協議を行っておりません。  

その後山口ケーブルビジョン㈱が再放送

を開始していないことは  

承知しておりますが、弊社は阻害などして

おりません。  

 

なお回答が遅くなりましたことを、お詫び

申し上げます。  

 

                           

（株）福岡放送 再放送担当 

平成２４年７月２３日付け 

陳情書への追加別紙３ 
  

株
式
会
社
福
岡
放
送 

か
ら
の
回
答

→ 
 

（平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
二
日
） 



平成２４年７月２３日付けＣＡＴＶの地デジ詐欺に関する陳情書への追加資料（１/２） 

 

陳情を処理した議会運営委員会は、存在しない「山口ケーブルビジョン

株式会社の地デジ再送信（再放送）についての宇部・山口・防府・美祢市

での協議」による“要望の成果”を見守っている。 
 

 
 

山口市は何もしていない。宇部・山口・美祢市との協議など存在しない。 
 

 
 

 
 

つまり「４市で協議中」は出まかせであり、総務部長の答弁は虚偽。 
 

 

防府市議会の本会議における総務部長の答弁ビデオ（平成24年9月13日） 

 

http://youtu.be/6UcR7mGWvak?t=11m30s 

山口市情報管理課からの回答ｅメール（平成24年10月11日・抜粋） 

視聴エリアの各市（宇部市・美祢市・防府市・山口市）が連携し要望してきたこと 

や、現在地元自治体として民間事業者間の協議を見守っている状況に 

あることから、個別のご質問への回答は差し控えさせていただきます。 

山口市総務部情報管理課 

山口市情報管理課からの回答ｅメール（平成24年8月29日・抜粋） 

この問題は本来、民間事業者間で解決されるものですので、本市として 

これ以上立ち入ることはできないものと考えております。 

〒753-8650 山口市亀山町２番１号  

 山口市総務部情報管理課 

防府市議会事務局からの回答ｅメール（抜粋・全文→本資料２/２） 

〔1〕同じ意味です。 

 平成24年10月9日 防府市議会事務局 

 

> 防府市議会事務局 御中 

>  

> [1] 回答文中の「要望する」は、9月13日の本会議で総務部長が「他の自治体 

> 3市と要望する方向で協議中」と説明したこと、と同じ意味ですか。 

>  

> (2012/10/04 10:22), 議会事務局 wrote: 

> >  

> >  議会運営委員会での協議につきましては、一般質問で市側が「要望する」と 

> > 答弁しておりますので、要望の成果を見守るということになっております。 



平成２４年７月２３日付け 

陳情書への追加資料（２/２） 
氏名氏名 様 

【10月4日の問合せに対する議会事務局の回答】 
〔1〕同じ意味です。 

 

 議会のことは回答できますが、市執行部のことに関しましては、回答出来ませ 

んのでよろしくお願いいたします。 

 ご教示できるようなことはありません。 

 

 平成24年10月9日 防府市議会事務局 

 

> 防府市議会事務局 御中 

>  

> 本日お答えいただいた件に関して、うかがいます。 

>  

> [1] 回答文中の「要望する」は、9月13日の本会議で総務部長が「他の自治体 

> 3市と要望する方向で協議中」と説明したこと、と同じ意味ですか。 

>  

> (2012/10/04 10:22), 議会事務局 wrote: 

> >  

> >  議会運営委員会での協議につきましては、一般質問で市側が「要望する」と 

> > 答弁しておりますので、要望の成果を見守るということになっております。 

>  

> [2] 山口市役所から入手した情報によると、同市は山口ケーブルビジョン(株) 

> によるCATV再放送のことで、防府市と協議を行ってはいません。 

> └ http://guy.digi2.jp/753-8650/#aug29 

>  

> 本会議における松浦市長の答弁「(存在しない)総務相裁定の当事者間での協議 

> を見守っている」と同じく、ねつ造された「協議中」だと考えられます。 

>  

> これら市長と総務部長の虚偽について事実確認したいのですが、電算統計課に 

> は8月の問い合わせにも応じてもらえず、返答が得られそうにありません。 

> └ http://guy.digi2.jp/747-8501/#shiso30 

>  

> どうすれば同課から回答を得られるのか、ご教示いただければ幸いです。 

>  

> ご返事、お待ちしております。 

>  

> 氏名氏名 

防
府
市
議
会
事
務
局
へ
の
問
合
せ
と
回
答 

 
総
務
部
長
（
防
府
市
）の
９
月
定
例
会
で
の
虚
偽
答
弁
に
つ
い
て

事
実
確
認
が
可
能
か
ど
う
か
問
う
た
が
、
答
え
て
も
ら
え
な
い
。 

防府市議会事務局 御中 

【平成24年10月16日の質問】 
 以下の2問に、お答えいただければ幸いです。 

 

 7月に受理された陳情書へ資料を追加したいのですが、いつ 

までに提出すれば次回の議運委に間に合いますか。 

 

 今月4日のeメールで述べたとおり、議会答弁の場で防府市の 

総務部長がケーブルテレビについての山口市ら3市との協議を 

ねつ造しました。(※) 

 この存在しない4市での協議による要望の成果を見守っている 

議会運営委員会の委員長から、総務部長へ事実関係の確認を 

してもらうことは可能ですか。 

 

※ 一般質問に対し「要望済み」と説明しかけて「協議中」を 

でっちあげた場面のビデオ 

└ http://guy.digi2.jp/747-8501/gikai/bucho.asx 

 

 お手数とは存じますが何卒よろしく、ご返信ください。 

 

 氏名氏名 

議運委と陳情について（eメール） 

 

防府市議会事務局 御中 

【平成24年10月9日の質問】 
 

 陳情に関する質問に、お答えください。 

 

 ７月に受理された陳情書へ資料を追加し

たいのですが、いつまでに提出すれば次

回の議会運営委員会に間に合いますか。 

 

 氏名氏名 

 

返事がないので 




